
（様式１）

1　件　名 外注検査業務委託（抗酸菌）

横浜市南区浦舟町4-57

2　履行場所 横浜市立大学附属市民総合医療センター及び受託会社

3　履行期間　（期限） まで

4　契約区分 概算契約（概算数量契約）

5　その他特約事項

6　現場説明 ■　不要

7　委託概要

　　

　備　　考
 

□　要

　当院の臨床検査機器における一部検体検査の外注業務を行い
ます。
　業務委託の内容については、「公立大学法人横浜市立大学附
属市民総合医療センター　外注検査業務委託に関する仕様書」
のとおりです。

令和6年6月1日 から 令和10年3月31日

設計書
公立大学法人

担　当 横浜市立大学附属市民総合医療センター 担当者 岡本
所　属 管理部経営企画課物品管理担当 ＴＥＬ 253-5306

内線2531



（様式2）

８ 各年度における支払い予定額内訳

（

（

（

（

９ 各年度における部分払

☑ （

□

部分払の基準

金　　額

～
46 月 （実績による）

委託代金

計

年度 支払い予定額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）

令和６年度 円 円）

令和７年度 円 円）

令和８年度 円 円）

業　務　内　容

令和6年6月1日
外注検査業務委託（抗酸菌）

令和10年3月31日

履行予定月 数量 単位

令和９年度 円 円）

す る 46 回以内）

しない

単価

10

消費税及び地方消費税

合計

百 十 一億

\

千 百 拾 万

円也

内訳【別紙】のとおり

千



【別紙】　R6.6-R10.3_感染症_抗酸菌

No. 項目コード 項目正式名 検査方法 基準値 その他条件 数量(46か月見込)

1 35005 抗酸菌塗抹鏡検集菌蛍光 集菌塗抹法 (-) 422

2 04996 抗酸菌分離培養 集菌塗抹法 (-) 陽性時緊急連絡 7,992

3 07239 結核菌群抗原精密測定 免疫クロマトグラフィー法 なし 培養陽性時至急で実施し、結果報告すること 103

4 04947 抗酸菌薬剤感受性 1濃度比率法および液体培養希釈法 なし 菌種により薬剤を指定できること 61

5 35211 抗酸菌同定（質量分析） 質量分析法 621

6 35168 非結核性抗酸菌薬剤感受性検査（ＳＧＭ） 液体培地希釈法 なし 57

7 12289 迅速発育抗酸菌薬剤感受性検査（RGM) 液体培地希釈法 なし 11

抗酸菌細菌



公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
外注検査業務委託に関する仕様書

1 趣旨

2 履行場所

3 委託期間

4 目的

5 対象業務

6 受託資格

(1)

(2)

(3)

(4)

(５)

(６)

(７)

※

7 契約方法

(1)

(2)

(3)

8 業務内容

(1)

(2)

(3)

(4)

プライバシーマーク使用許諾証を取得していること。

一般財団法人医療関連サービス振興会の認定を受けていること。

CAP：College of American Pathologists（米国臨床病理医協会）
ISO15189：臨床検査室の品質と能力に関する特定要求事項を定めた国際規格

設計書に示す検査項目分類ごとに、46か月分の概算金額で見積を行う。

内訳として、各検査ごとの契約(予定)単価と46か月分の総額を記載すること。

落札結果により業務に著しい支障が生じる場合は、契約相手方の調整を行う。

乙は、一検体に複数項目が存在し、院内検査との分割使用が必要な場合、円滑な運用に努める。

乙は、検査精度を保つため、検体保存容器を使用するものについては、その容器の準備を行う。

乙は、検体の搬出及び保管において、検体ごとに必要な措置をとるものとし、正確な検査結果が得られるよう、
善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

乙は、各項目の検査については、可能な限り現行法と同等な検査方法を用い、測定値、基準値が大きく異な
ることのないように配慮する。

情報セキュリティーに関する外部認定機関の認証を取得していること。

　委託者公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センターを甲、受託者を乙として、この仕様書を定める。

　横浜市南区浦舟町4丁目57番地
　横浜市立大学附属市民総合医療センター及び乙の施設

　令和6年6月1日から令和10年3月31日まで

　甲の臨床検査機器の処理能力及び経済性等を考慮し、甲での実施が困難である検体検査について、乙に委託
する。これにより、患者本位の高度専門医療を提供しながら、かつ効率的な臨床検査業務を推進する。

　甲は内訳書の検査項目について、その検査を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

　令和6年1月1日現在以下の条件をすべて満たし、当該業務の完了まで業務を履行できる者。
　なお、以下（2）～（7）については、各々の証明書を提出すること。

横浜市一般競争入札有資格者名簿に、営業種目「321　検査・測定」・細目「C臨床検査」を登録していること。

CAPの認定を取得している、もしくはそれに準ずる外部精度管理事業へ参加していること。

ISO15189を取得していること。

自社検査実施率が90％以上であること。



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

9 受託業務実施における乙の留意事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

10 費用負担

(1)

(2)

(3)

トラブルが発生した場合、速やかに対応し、甲への報告を行う。さらに、是正処置を含めた報告書を2週間以
内に届けること。

極めて少量の検体など、測定に不具合が生じる可能性がある場合では、当院関係者（医師、臨床試験管理室
他）へ優先順位の確認を行い、診療の妨げとならない措置を講じること。

甲が書面による再三にわたる改善要求を行ったことに対し、乙に甲への改善がみられない場合、また乙の責
による診療上影響のあるトラブルが多発した場合には、契約期間中であっても甲からの通告をもって契約解除
を含めた処置を行うことがある。

甲から受託した検体（血清等）は3週間保管管理すること。

乙が受託業務を行うにあたり、必要な端末等の機器、検体保存容器等の消耗品及び専用電話回線等の設置
や維持に要する費用については、乙が負担する。なお、付帯工事及び甲内の配線使用料等については、乙
の負担とする。

乙が受託業務を行うにあたり、甲内において必要とする光熱水費については甲が負担する。

その他の費用負担については、甲乙で別途協議し決定する。

受託検査項目や関連した最新学術データおよび新規保険収載項目に関連する情報等の情報提供を積極的
に行うよう努めること。

乙は、前項の報告期日までに、検査結果報告書及びあらかじめ甲の定めた媒体あるいはデータ受領方式に
従い、甲に対し遅滞なく検査結果を報告するものとする。なお報告書が別紙にわたる場合は、同日に届けるこ
と。

甲が望む検査項目において、甲の検査システムに画像報告体制がとれること。

乙は、受託に必要な外部委託専用端末、電子機器、専用検査依頼書を公正取引規約等の順法範囲内で
契約開始日までに準備し、電子媒体は個人情報管理、ウィルス対策等の機器管理をしていること。

乙は、検査を依頼した甲の診療科及び疾患別センターからの検査結果に関する問い合わせ等について、甲
と協力し、対応するものとする。

乙は、甲の依頼により、システム検証を実施し、速やかに報告すること（原則３か月以内）。

乙は、主要な外部精度管理サーベイ報告書を甲に提出すること。また甲の要請により内部精度管理報告書の
提出および測定状況の説明・見学に応じるものとする。

乙は、外注検査に係る院内業務（依頼、問い合わせ対応、報告等）を行うため、平日（土曜日、日曜日、祝日
及び特に休日と定められた月～金曜日を除く）の８時３０分～１７時１５分までの間、リアルタイムに対応を可能
とし、診療および臨床業務に支障をきたさないシステムを構築すること。

検査項目コードは、甲の指示に従うこと。

検査報告の形態に変更のある場合は、あらかじめ検査結果受け渡しのテスト作業を行うこと。

基準値、単位及び採血容器等に変更のある場合は、あらかじめ甲に当院の該当項目の一覧および受託情報
を提出すること。
個々の検査項目の迅速報告およびサービス帳票の報告等については、関係部署と協議を行うこと。
また、サービス帳票は必要なもののみ提出すること。

乙は、各検査項目について、あらかじめ乙が総合検査案内書等で定めた報告期日を遵守するものとする。な
お、甲は、特に検査所要日数を短縮する必要がある場合において、その旨を乙に要請することができる。この
場合、乙は、可能な限り甲の要請に応じるものとする。総合検査案内書等は契約時、また内容に変更が生じた
場合には、速やかに提出すること。

乙は、契約期間内の各検査項目について、検査方法、測定値及び基準値等を変更する必要がある場合、あ
らかじめ甲と協議しなければならない。



11 その他

(1)

(2)

(3) 乙は、院内で行う業務について病院という特殊な環境であることを鑑み節度を持って対応すること。 

(4) 乙は、受託検査を再委託する場合は、その委託先を明確にすること。 

(5)

(6) 診療報酬改定年度においては、契約金額の見直しについて甲乙協議すること。 

(7) 本仕様書に定めのない事項については、甲乙で別途協議する。

(8)

以上

乙は、初めて甲の臨床検査部の検査システムと連動した乙のシステムを設置する場合 は、受託検査の依頼
情報、検査結果報告情報の送受信について事前のテストを充分に行う こと。

甲が書面による再三にわたる改善要求を行ったことに対し、乙に甲への改善がみられない 場合、また乙の
責による診療上影響のあるトラブルが多発した場合には、契約期間中であっ ても甲からの通告をもって契約
解除を含めた処置を行うことがある。

乙は、甲の職員及び業務に従事する各受託業者と十分に連絡・調整を行い、協力して業務を円滑に実施で
きるようにしなければならない。

乙は、業務上で知り得た患者情報その他については、秘密を遵守し、いかなる場合も第三者に漏らしてはなら
ない。これについては受託業務従事終了後も同様とする。 また、この契約による事務を処理するための個人
情報の取り扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
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